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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
一
つ
の
社
会
に
お
け
る
多
元
的
価
値
の
混
在
が
加
速
度
的
に
増
大
し
て
い
る
、
現
代
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
中
で
、
そ
の
よ
う

な
多
元
的
価
値
を
尊
重
し
つ
つ
、
如
何
に
社
会
と
し
て
の
統
合
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
意
識
を
前
提
と
し
て
、
そ
の

一
つ
の
モ
デ
ル
で
あ
り
得
る
「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
を
憲
法
学
的
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
従
来
、
多
文
化
主
義

に
対
す
る
憲
法
学
的
考
察
と
し
て
は
、
近
代
立
憲
主
義
が
想
定
す
る
個
人
の
権
利
に
対
し
て
文
化
的
民
族
的
少
数
派
集
団
を
基
底
と
し
た

集
団
の
権
利
を
想
定
で
き
る
か
と
い
っ
た
問
題
に
焦
点
が
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ（
1
）る。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
集
団
あ
る
い
は
共
同

体
を
重
視
し
個
人
を
集
団
の
中
に
埋
没
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
多
文
化
主
義
は
社
会
の
中
で
の
「
遠
心
分
離
」
を
引
き
起
こ
す
と
批
判
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
多
文
化
主
義
は
、
本
当
に
集
団
を
個
人
に
優
位
さ
せ
、
集
団
間
の
関
係
性
を
疎
遠
に
し
、
社
会
統
合
を
解
体
し
て
し
ま
う
よ

う
な
思
想
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
昨
今
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
多
文
化
主
義
の
失
敗
」
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
言
説

に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。「
多
文
化
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
、
実
に
多
様
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
語
る
人
や
文
脈
に

よ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
様
々
で
あ（
2
）る。

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
「
多
文
化
主
義
の
失
敗
」
が
語
ら
れ
る
中
で
、
ま
さ
に
「
多
文
化
主
義
の

成
功
」
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で
あ
る
「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
を
根
拠
に
多
文
化
主
義
を
捉
え
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
集
団
か
個
人

か
、
あ
る
い
は
「
文
化
享
有（
3
）権」

と
い
っ
た
特
別
な
権
利
を
導
け
る
か
、
と
い
っ
た
点
で
は
な
く
、
憲
法
解
釈
の
基
準
と
し
て
、
多
文
化

主
義
に
基
づ
く
解
釈
を
行
う
こ
と
の
可
能
性
な
い
し
、
そ
の
有
用
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
本
稿
の
前
半
部
分
で
は
、
憲
法
解
釈
の
指
針
と
な
る
「
承
認
」
と
「
対
話
」
と
い
う
二
つ
の
原
理
が
「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主

義
」
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
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そ
し
て
、
本
稿
の
後
半
で
は
、
多
文
化
主
義
に
基
づ
く
憲
法
解
釈
の
一
つ
の
具
体
例
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
解
釈

を
考
察
す
る
。
こ
の
と
き
信
教
の
自
由
に
着
目
す
る
の
は
、
以
下
の
三
つ
の
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
は
、
信
教
の
自
由
が
普
遍

的
な
権
利
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
多
文
化
主
義
と
憲
法
学
の
問
題
と
し
て
真
っ
先
に
想
起
さ
れ
る
の

は
、
先
住
民
族
と
の
関
係
や
言
語
的
少
数
派
で
あ
る
「
ケ
ベ
ッ
ク
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
の

憲
法
で
あ
る
「
権
利
お
よ
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲（
4
）章」（

以
下
、
憲
章
と
す
る
）
お
よ
び
、
一
八
六
七
年
憲
法
法（
5
）律に

、
特
別
な
定
め

が
あ
り
カ
ナ
ダ
に
特
有
な
事
情
が
存
在
す（
6
）る。
他
方
、
信
教
の
自
由
で
は
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
の
は
全
カ
ナ
ダ
市
民
で
あ
り
、
こ
れ
は

日
本
国
憲
法
二
〇
条
の
定
め
る
信
教
の
自
由
と
論
理
的
に
は
変
わ
り
な
い
。
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
日
本
国
憲
法
解
釈
へ
の
示
唆
を
検
討

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
日
本
に
お
け
る
カ
ナ
ダ
憲
法
研
究
に
と
っ
て
適
当
な
検
討
対
象
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
二
は
、
信
教
の
自
由
が

歴
史
的
に
多
元
的
価
値
（
多
様
な
宗
教
）
の
間
の
調
整
を
行
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
異
な
る
文
化
の
存
在
を
認
め
、
よ
り
公
正
な
統
合
の

条
件
を
問
う
多
文
化
主
義
の
問
題
関
心
と
親
和
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
多
文
化
主
義
に
基
づ
く
憲
法
解
釈
に
と
っ
て
信
教
の
自
由
は
お
そ
ら

く
典
型
的
な
権
利
と
な
り
、
か
つ
、
信
教
の
自
由
に
お
け
る
解
釈
が
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
「
多
様
性
の
管
理
」
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
な
っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い（
7
）る。
第
三
に
、
多
文
化
主
義
を
国
是
と
す
る
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
、
多
文
化
主
義
に
対
す

る
批
判
が
集
中
す
る
の
は
、
宗
教
的
少
数
派
の
宗
教
的
実
践
に
関
す
る
事
例
だ
か
ら
で
あ
る
。
多
文
化
の
受
容
に
お
い
て
、
宗
教
は
最
も

論
争
的
な
側
面
を
有
し
て
お
り
、
多
文
化
主
義
と
憲
法
学
に
と
っ
て
の
中
心
的
な
争
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
観
点
か
ら
、
本
稿
は
ま
ず
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
、
そ
の
導
入
の
端
緒
で
あ
っ
た
政
策
の
側
面
か
ら

検
討
し
、
そ
の
理
論
的
基
礎
を
提
供
す
る
キ
ム
リ
ッ
カ
の
議
論
を
紹
介
す
る
（
第
二
章
一
節
）。
そ
の
後
、
法
的
次
元
に
も
導
入
さ
れ
た
多

文
化
主
義
を
検
討
し
、「
承
認
」
と
「
対
話
」
と
い
う
原
理
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
そ
の
二
原
理
に
つ
い
て
原

理
的
に
考
察
す
る
テ
イ
ラ
ー
と
パ
レ
ク
の
議
論
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
、
二
つ
の
原
理
の
重
要
性
を
確
認
す
る
（
第
二
章
二
・
三
節
）。
そ

し
て
、「
承
認
」
の
原
理
と
信
教
の
自
由
の
関
係
を
検
討
す
る
（
第
三
章
）。
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二　
「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
と
は
何
か

㈠　

社
会
統
合
・
個
人
主
義
を
基
調
と
し
た
多
文
化
主
義

1　

ト
ル
ド
ー
の
多
文
化
主
義

　

カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
は
、
ま
ず
政
治
部
門
に
お
い
て
、
政
策
と
し
て
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
七
一
年
に
ト
ル
ド
ー（Pierre 

Elliott Trudeau

）
首
相
が
、「
二
言
語
の
枠
内
で
の
多
文
化
主
義
」
の
採
用
を
宣
言
し
た
と
き
が
そ
の
端
緒
で
あ
る
。
ト
ル
ド
ー
が
、
多

文
化
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
提
と
し
て
カ
ナ
ダ
に
は
そ
の
建

国
以
来
仏
語
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
形
成
し
て
き
た
「
ケ
ベ
ッ
ク
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
「
ケ
ベ
ッ
ク
」
は
、
一
九
六
〇
年
代
を
通
し
て
近
代
化

し
、「
静
か
な
革
命
」
を
遂
げ
、
カ
ナ
ダ
社
会
か
ら
の
分
離
独
立
を
志
向
す
る
よ
う
に
な（
8
）る。

こ
の
段
階
に
な
る
と
、「
ケ
ベ
ッ
ク
」
の
影

響
力
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
り
、
連
邦
政
府
は
、「
ケ
ベ
ッ
ク
」
を
カ
ナ
ダ
社
会
に
留
め
て
お
く
た
め
の
策
を
練
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
連
邦
政
府
は
、
二
言
語
二
文
化
主
義
政
府
調
査
委
員
会
（Royal Com

m
ission on Bilingualism

 and 

Biculturalism

、
以
下
Ｒ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
）
を
設
置
し
、「
ケ
ベ
ッ
ク
」
を
連
邦
の
中
に
留
め
て
お
く
手
段
と
し
て
英
系
と
仏
系
の
文
化
を
公
定
す
る

二
言
語
二
文
化
主
義
を
選
択
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
連
邦
政
府
の
こ
う
し
た
動
き
は
、
当
時
影
響
力
を
強
め
て
き
て
い
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
系
・
ド
イ
ツ
系
を
中
心
と
す
る
移
民
集

団
か
ら
の
反
発
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
英
・
仏
系
以
外
の
文
化
的
民
族
的
集
団
の
貢
献
を
も
認
め
た
上
で
の
社
会
統

合
政
策
の
必
要
性
を
重
く
受
け
止
め
た
ト
ル
ド
ー
は
、「
二
言
語
の
枠
内
で
の
多
文
化
主
義
」
を
採
択
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
当
初
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
多
文
化
主
義
は
社
会
統
合
政
策
と
し
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ト
ル
ド
ー
は
一
九
七
一
年
の

議
会
声
明
で
、「
公
式
の
言
語
が
二
つ
あ
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
文
化
に
は
公
式
の
も
の
は
存
在
し
な
い
し
、
ど
の
民
族
集
団
も
他
の
民
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族
集
団
に
対
し
優
位
に
立
つ
こ
と
は
な
い
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
平
等
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ（
9
）る」
と
述
べ
る
。

　

ト
ル
ド
ー
の
多
文
化
主
義
は
、
多
様
な
文
化
を
持
つ
集
団
が
、
そ
の
独
自
の
文
化
を
維
持
し
た
ま
ま
カ
ナ
ダ
社
会
と
し
て
統
合
す
る
こ

と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
「
二
言
語
の
枠
内
で
の
多
文
化
主
義
」
を
提
案
す
る
こ
と
と
な
っ
た
Ｒ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
は
第
四
巻
報

告
書
に
お
い
て
、「
同
化
（assim

ilation

）」
に
「
統
合
（integration

）」
を
対
置
し
、「
同
化
」
と
は
、
異
な
る
文
化
的
集
団
に
完
全
に
吸

収
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
ゆ
え
個
人
は
自
ら
が
培
っ
た
文
化
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
が
、「
統
合
」

で
は
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
特
性
、
自
身
の
言
語
と
文
化
を
失
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
す
る
。
ま
た
、「
同
化
」
と
「
統

合
」
は
同
時
に
起
こ
る
し
、
個
人
に
は
ど
ち
ら
を
選
ぶ
自
由
も
あ
る
が
、
英
・
仏
系
以
外
の
人
々
が
望
む
の
は
明
ら
か
に
「
統
合
」
で
あ

ろ
う
と
述
べ
）
10
（
る
。
委
員
会
の
提
案
は
、
カ
ナ
ダ
は
多
様
に
異
な
る
要
素
を
調
和
的
な
社
会
へ
と
統
合
す
る
こ
と
で
、「
多
様
性
を
保
っ
た

統
一
（diversity w

ithin unity

）」
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
）
11
（

た
。

　

注
意
が
必
要
な
の
は
、
集
団
の
文
化
的
独
自
性
を
認
め
る
一
方
で
、
ト
ル
ド
ー
の
多
文
化
主
義
は
個
人
主
義
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ

た
点
で
あ
る
。
ト
ル
ド
ー
は
声
明
の
最
後
に
「
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
二
言
語
の
枠
内
に
お
け
る
多
文
化
主
義
政
策
は
基
本
的
に
は

個
人
の
選
択
の
自
由
を
尊
重
す
る
政
策
だ
と
政
府
が
考
え
て
い
る
こ
と
）
12
（
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
自
己
決
定
を
重
視
し
、

文
化
的
民
族
的
共
同
体
は
そ
の
よ
う
な
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
上
で
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
考
え
方
は
、
個
人
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
考
え
方
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
、
多
様
性
の
受
容
を
強

調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

2　

キ
ム
リ
ッ
カ
に
よ
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
」

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
多
文
化
主
義
に
は
様
々
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
が
、「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
は
、
社
会
統
合
を
そ
の

目
的
と
し
て
、
個
人
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
基
調
と
し
た
多
文
化
主
義
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
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基
づ
く
多
文
化
主
義
と
い
う
考
え
方
は
、
多
文
化
主
義
を
擁
護
す
る
論
者
の
中
で
も
主
流
な
立
場
の
一
つ
で
あ
る
。
多
文
化
主
義
に
関
す

る
最
も
著
名
な
論
客
と
も
い
え
る
キ
ム
リ
ッ
カ
（W

ill Kym
licka

）
は
、
ま
さ
に
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
多
文
化
主
義
を
擁
護
し
て

い
る
の
で
あ
）
13
（
る
。
こ
こ
で
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
と
は
、「
自
由
」
の
価
値
、
な
い
し
「
個
人
の
権
利
」
を
最
大
限
尊
重
す
る
こ

と
を
基
本
的
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
「
自
由
」
を
実
現
可
能
と
す
る
諸
条
件
と
し
て
「
文
化
」
の
重
要
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

彼
は
、
自
由
は
文
化
と
親
密
に
か
つ
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
）
14
（

る
。

　

⑴　

キ
ム
リ
ッ
カ
の
文
化
理
解
＝
社
会
構
成
文
化

　

ま
ず
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
自
身
の
定
義
す
る
「
社
会
構
成
文
化
（societal cultures

）」
と
呼
ば
れ
る
文
化
理
解
を
採
用
す
る
。「
社
会
構

成
文
化
と
は
、
社
会
生
活
、
教
育
、
宗
教
、
遊
び
、
経
済
生
活
を
含
む
、
公
的
領
域
と
私
的
領
域
の
双
方
を
包
含
す
る
人
間
の
活
動
の
全

範
囲
に
わ
た
っ
て
、
様
々
な
有
意
義
な
生
を
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
提
供
す
る
文
化
で
あ
る
。
こ
の
文
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
定
の
地
域
に
ま

と
ま
っ
て
存
在
す
る
傾
向
に
あ
り
、
共
有
さ
れ
た
言
語
に
基
づ
く
傾
向
が
あ
）
15
（
る
」。
つ
ま
り
、
単
な
る
文
化
的
共
同
体
で
は
な
く
、
社
会

生
活
の
基
底
と
な
る
よ
う
な
一
定
の
制
度
を
含
む
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
社
会
構
成
文
化
と
個
人
の
自
由
、
選
択
は
如
何
に
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、「
端
的
に

言
っ
て
、
自
由
と
は
様
々
な
選
択
肢
の
中
か
ら
選
択
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
我
々
の
社
会
構
成
文
化
は
こ
う
し
た
選

択
肢
を
提
供
し
、
そ
の
選
択
肢
を
我
々
に
と
っ
て
意
味
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
」。
ま
た
、「
我
々
が
ど
の
よ
う
な
生
を
送
る
の
か
は
、
こ

れ
ら
の
文
化
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
身
を
置
く
こ
と
…
…
で
決
定
し
て
い
る
」。
し
た
が
っ
て
、「
豊
か
で
安
定
的
な
文
化
の
構
造
を
持
つ
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
、
人
々
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
仕
方
で
利
用
可
能
な
選
択
肢
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
、
理
性
的
に
そ
の
価
値
を
測
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
い
）
16
（
う
。
す
な
わ
ち
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、「
自
由
」
と
は
何
か
、
個
人
に
と
っ
て
の
「
善
き
生
」
と
は
何
か
、
と
い
っ
た

こ
と
を
考
え
る
際
の
「
基
準
」
と
な
る
も
の
が
「
文
化
」
で
あ
り
、
個
人
は
何
ら
か
の
文
化
に
影
響
さ
れ
つ
つ
様
々
な
選
択
を
行
う
存
在

で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
自
律
」
と
い
う
要
素
も
関
連
し
て
い
る
。
キ
ム
リ
ッ
カ
の
理
解
で
は
、「
自
由
」
と
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は
何
か
な
ど
を
理
解
し
た
上
で
、
自
身
の
生
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
（
選
択
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
の

が
自
律
的
な
個
人
で
あ
）
17
（

る
。

　

つ
ま
り
、
人
間
は
「
文
化
（
多
く
の
場
合
母
文
化
）」
を
通
し
て
、
様
々
な
価
値
を
は
か
る
物
差
し
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
り
、「
善
き

生
」
の
構
想
に
お
い
て
、「
文
化
」
は
必
要
不
可
欠
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

⑵　

少
数
派
文
化
保
護
の
正
当
化

　

と
こ
ろ
で
、
従
来
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
も
、「
善
き
生
」
の
構
想
に
お
い
て
「
文
化
」
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
点
で
は
多
文
化
主
義

の
立
場
と
変
わ
り
は
な
い
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
「
善
き
生
」
の
構
想
に
対
し
て
国
家
は
中
立
で
あ
る
べ
き
と

し
、
文
化
を
私
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
て
、
関
わ
ら
な
い
と
い
う
選
択
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

個
人
の
自
律
を
根
拠
に
し
て
国
家
に
よ
る
少
数
派
文
化
の
保
護
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
キ
ム
リ
ッ
カ
の
理
論
は
、
こ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
主
張
す
る
国
家
の
中
立
性
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
説
得
力
を
増
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
の
善
き
生
に

は
関
わ
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
国
家
の
諸
制
度
は
、
実
際
に
は
、
そ
の
国
家
内
の
多
数
派
の
文
化
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
批
判
的
応
答
と
し
て
、
少
数
派
文
化
の
保
護
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

キ
ム
リ
ッ
カ
が
リ
ベ
ラ
ル
な
国
家
の
中
立
性
を
批
判
す
る
根
拠
と
し
て
提
示
す
る
の
は
、
国
民
国
家
が
歴
史
上
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ
国
家
（nation-building st

）
18
（ate

）」
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
国
家
は
、
一
般
的
に
そ
の
当

時
、
そ
の
領
域
の
多
数
派
を
形
成
し
て
い
た
文
化
に
由
来
す
る
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
の
道
具
」
を
用
い
て
、
自
国
の
領
土
内
の
す
べ
て
の

市
民
が
共
通
の
言
語
で
営
ま
れ
る
共
通
の
公
的
制
度
に
統
合
さ
れ
る
よ
う
促
し
、
時
に
強
制
し
た
と
分
析
す
）
19
（

る
。
よ
っ
て
、
キ
ム
リ
ッ
カ

が
主
張
す
る
の
は
、
国
家
の
中
立
性
を
所
与
の
も
の
と
し
て
想
定
す
る
文
化
的
中
立
モ
デ
ル
で
は
な
く
、
国
家
が
多
数
派
に
有
利
な
体
系

で
ネ
イ
シ
ョ
ン
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
を
行
う
こ
と
で
、
国
家
形
成
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
自
覚
す
る
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
モ
デ
）
20
（

ル

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
今
や
、
国
家
（
多
数
派
）
の
側
に
、
少
数
派
に
対
し
て
統
合
さ
れ
る
よ
う
奨
励
す
る
制
度
に
不
正
が
な
い
か
を
立
証
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す
る
責
任
が
転
嫁
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

⑶　

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
移
民
集
団
等

　

も
っ
と
も
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
自
身
の
理
論
の
対
象
と
す
る
集
団
を
大
き
く
二
つ
に
分
類
し
、
そ
の
射
程
を
限
定
し
て
い
る
。
第
一
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（national m

inority

）
で
あ
り
、
こ
れ
は
、「
既
存
の
国
家
に
編
入
さ
れ
る
前
か
ら
特
定
の
領
土
に
集
住
し
、

自
分
た
ち
自
身
の
制
度
や
文
化
、
言
語
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
社
会
を
形
成
し
て
い
た
集
団
で
あ
）
21
（

る
」。
こ
の
集
団
に
対
し
て
は
、
自
治

権
や
特
別
代
表
を
含
め
広
範
な
「
少
数
派
の
権
）
22
（
利
」
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
先
住
民
や
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
ケ
ベ
ッ
ク
」

な
ど
が
こ
の
類
型
に
あ
た
る
と
い
え
よ
う
。

　

第
二
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
以
外
の
少
数
派
集
）
23
（
団
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
国
家
が
あ
る
程
度
形
成
さ
れ
た
後
に
、
国
家
に
流

入
し
て
き
た
移
民
や
、
独
自
の
社
会
を
維
持
す
る
ほ
ど
の
力
を
も
た
な
い
少
数
派
集
団
を
指
す
。
ま
た
民
族
と
は
必
ず
し
も
直
接
関
係
し

な
い
宗
教
的
少
数
派
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
集
団
に
対
し
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
ノ
リ
テ
ィ
ほ
ど
の
強
力
な

保
障

―
特
に
自
治
権

―
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
当
該
集
団
は
移
住
し
て
き
た
国
家
の
中
で
ラ
イ
フ
・
チ
ャ
ン
ス
を
得
る
こ
と
を
望
ん

で
お
り
、
集
団
自
身
も
そ
の
よ
う
な
権
利
を
望
ん
で
い
な
い
と
い
う
。
移
民
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
集
団
が
求
め
て
い
る
の
は
、

統
合
の
た
め
の
公
正
な
条
件
と
、
統
合
の
過
程
に
お
け
る
暫
定
的
な
便
宜
供
与
、
そ
し
て
、
統
合
を
求
め
ら
れ
る
公
共
の
制
度
が
、「
移

民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
習
慣
を
尊
重
し
、
承
認
し
、
受
容
で
き
る
」
公
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
と
い
）
24
（
う
。

3　

多
文
化
主
義
の
射
程
の
拡
大

　

ト
ル
ド
ー
の
多
文
化
主
義
は
、
カ
ナ
ダ
と
い
う
一
つ
の
連
邦
を
維
持
す
る
た
め
に
、
多
文
化
を
受
容
す
る
と
い
う
側
面
が
強
く
、
そ
れ

ゆ
え
、
あ
る
集
団
に
対
し
て
特
別
な
権
利
を
認
め
な
い
道
具
主
義
的
な
多
文
化
主
義
で
あ
る
と
い
わ
れ
）
25
（

る
。
他
方
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
理
論

は
、
先
住
民
や
「
ケ
ベ
ッ
ク
」
に
自
治
権
や
特
別
代
表
権
を
付
与
す
る
点
で
ト
ル
ド
ー
の
多
文
化
主
義
構
想
と
違
い
が
あ
る
が
、
移
民
集
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団
等
へ
の
対
応
に
お
い
て
は
大
差
が
な
い
。
そ
し
て
、
先
住
民
や
「
ケ
ベ
ッ
ク
」
に
集
団
的
権
利
を
認
め
る
憲
章
に
基
づ
く
「
カ
ナ
ダ
の

多
文
化
主
義
」
の
説
明
と
し
て
適
し
て
い
る
の
は
キ
ム
リ
ッ
カ
の
議
論
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
従
来
多
文
化
主
義
が
主
要
な
対
象
と
し
て
い
た
「
民
族
」
と
い
う
問
題
だ
け
で
な
く
、「
個
人
の

属
性
」
の
問
題
も
そ
の
射
程
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多
様
性
に
関
す
る
問
題
そ
の
も
の
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
）
26
（
る
。

す
な
わ
ち
、
個
人
の
信
仰
や
性
別
、
性
的
指
向
、
障
害
な
ど
も
そ
の
対
象
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ト
ル
ド
ー
や
キ
ム

リ
ッ
カ
が
想
定
し
て
い
た
も
の
よ
り
も
そ
の
射
程
が
拡
大
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
政
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主

義
は
、
そ
の
当
初
よ
り
社
会
統
合
原
理
と
し
て
の
機
能
を
期
待
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
先
住
民
や
「
ケ
ベ
ッ
ク
」
に
対
す
る
特

別
な
扱
い
と
い
う
修
正
が
行
わ
れ
た
り
、
そ
の
対
象
と
な
る
範
囲
は
拡
大
し
た
り
し
た
が
、
そ
の
統
合
原
理
と
し
て
の
意
味
合
い
は
変

わ
っ
て
い
な
）
27
（

い
。

㈡　

憲
法
化
さ
れ
た
多
文
化
主
義

　

次
に
検
討
す
る
の
は
、
憲
法
化
さ
れ
た
多
文
化
主
義
な
い
し
、
制
定
法
で
あ
る
多
文
化
主
義
法
の
趣
旨
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
多

文
化
主
義
は
法
的
次
元
に
も
及
ん
で
い
る
。（
憲
）法
的
次
元
で
多
文
化
主
義
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」

の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
最
初
に
検
討
す
べ
き
素
材
で
あ
る
「
多
文
化
主
義
条
項
」
と
呼
ば
れ
る
憲
章
二
七
条
は
、「
こ
の
憲
章
は
、
カ
ナ
ダ
国
民
の
多
文

化
的
伝
統
の
維
持
お
よ
び
発
展
と
一
致
す
る
方
法
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
28
（

い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
多
文
化
主
義
を
憲
法

上
の
原
理
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
こ
の
二
七
条
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
の
学
説
上
様
々
な
解
釈
が
あ
り
、
い
ま
だ
通
説
の
形
成
に
至
っ
て

い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
解
釈
指
針
で
あ
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
）
29
（

う
。
よ
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
解
釈
指
針
が
、

憲
章
が
規
定
す
る
実
体
的
権
利
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
、
あ
る
い
は
及
ぼ
す
べ
き
な
の
か
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
点
の
検
討
に
入
る
前
に
、
多
文
化
主
義
条
項
が
、
実
体
的
権
利
の
解
釈
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
問
題

に
付
随
す
る
重
大
な
問
題
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
多
文
化
主
義
に
基
づ
く
解
釈
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
原
理
に
基
づ
く
解
釈
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
憲
章
二
七
条
の
文
言
の
み
か
ら
、「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
と
は
如
何
な
る

も
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
（H

ow
ard Kislow

icz

）
は
、
憲
章
二
七
条
お
よ
び
多
文

化
主
義
法
や
そ
の
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
を
参
照
し
、
憲
章
の
解
釈
基
準
と
な
り
得
る
「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
の
二
つ
の
原
理
を

導
き
出
）
30
（
す
。
す
な
わ
ち
、
少
数
派
に
対
す
る
「
承
認
」
と
「
文
化
横
断
的
な
対
話
」
の
奨
励
で
あ
る
。

㈢　

少
数
派
に
対
す
る
「
承
認
（recognition

）」

1　

多
文
化
主
義
法
と
「
承
認
」

　

ま
ず
、「
承
認
」
の
原
理
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
。
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
憲
章
二
七
条
が
「
多
文
化
的
伝
統
の
維
持
お
よ
び
発

展
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
、
多
文
化
的
伝
統
の
存
在
が
承
認
さ
れ
て
い
る
と
し
、
そ
の
論
証
を
始
め
）
31
（

る
。
し
か
し
、
彼
に
よ
れ
ば
こ

の
原
理
を
よ
り
明
快
に
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
多
文
化
主
義
法
と
呼
ば
れ
る
連
邦
法
で
あ
る
。
多
文
化
主
義
法
（Canadian 

M
ulticulturalism

 A

）
32
（ct

）
と
は
、
一
九
八
八
年
に
マ
ル
ル
ー
ニ
（M

artin Brian M
ulroney

）
首
相
の
保
守
政
権
時
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ

る
。
こ
の
法
律
の
主
要
な
機
能
は
、
多
文
化
主
義
に
関
す
る
年
次
報
告
書
（Annual Report

）
の
作
成
を
政
府
に
義
務
づ
け
る
こ
と
と
、

そ
の
政
策
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
（s.8,  9

）。
そ
の
一
方
で
、
多
文
化
主
義
法
は
、「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
と
は
如

何
な
る
理
念
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
多
文
化
主
義
法
は
、「（
多
文
化
主
義
が
、）
カ
ナ
ダ
社
会
の
文
化
的
民
族
的
多
様
性
を
反
映
し
て
お
り
、
ま
た
カ
ナ
ダ
社
会
の
あ

ら
ゆ
る
成
員
が
自
分
た
ち
の
文
化
的
遺
産
を
維
持
し
、
発
展
さ
せ
、
共
有
す
る
た
め
の
自
由
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
理
解
を
推
進
す
る
こ
と
」（s.3 

（1

）（a

））
を
目
的
と
し
、
カ
ナ
ダ
の
公
的
政
策
と
し
て
、「
特
定
の
共
通
す
る
出
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自
（origin

）
を
有
す
る
共
同
体
の
存
在
と
、
そ
の
カ
ナ
ダ
社
会
へ
の
歴
史
的
貢
献
」
の
承
認
を
宣
言
す
る
（s.3 

（1

）（d

）, 3 

（1

）（

）
33
（

e

））。
そ

こ
に
い
う
「
承
認
」
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
個
人
が
、
法
の
下
に
平
等
な
取
り
扱
い
を
受
け
、
平
等
に
保
護
さ
れ
、
か
つ
多
様
性
を
尊
重
し

価
値
あ
る
も
の
と
す
る
」（s.3 （1

）（e

））
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
承
認
」
の
原
理
は
、
多
文
化
主
義
法
に
関
す
る
議
会
審
議
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
ク
ロ
ン
ビ
ー
（D

avid Crom
bie

）
国
務

長
官
は
、「
カ
ナ
ダ
の
多
様
性
の
財
産
と
は
何
か
を
定
義
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
首
相
の
歴
史
の
中
で
、
現
在
の
首
相

―
マ
ル
ル
ー
ニ

氏

―
は
昨
年
ト
ロ
ン
ト
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
」、
す
な
わ
ち
、「
多
文
化
主
義
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
的
、
人
種
的
背
景
を
持
つ
カ

ナ
ダ
人
が
、
こ
の
国
に
お
い
て
、
平
等
な
承
認

0

0

0

0

0

と
平
等
な
機
会
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
我
々
の
約
束
に
つ
い
て
の
宣
言
な
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
文
化
主
義
は
、
カ
ナ
ダ
と
い
う
国
の
意
義
、
こ
の
国
に
つ
い
て
の
我
々
の
認
識
の
ま
さ
に
中
心
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（
強
調
点
筆
者
、
以
下
同
様
）
と
発
言
し
て
い
）
34
（

る
。
ま
た
、
多
文
化
主
義
に
関
す
る
常
任
委
員
会
議
長
の
ミ
ジ
ス

（G
us M

itges

）
は
、「
私
は
、
多
文
化
主
義
法
が
、
カ
ナ
ダ
社
会
へ
の
完
全
で
平
等
な
参
加
を
あ
ら
ゆ
る
カ
ナ
ダ
人
に
対
し
て
承
認
す
る

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
い
）
35
（

る
」
と
述
べ
る
。

2　

テ
イ
ラ
ー
と
「
承
認
」
の
原
理

　

多
文
化
主
義
な
い
し
多
文
化
の
受
容
に
お
い
て
、
こ
の
「
承
認
」
の
原
理
の
重
要
性
を
強
調
し
、
検
討
を
加
え
て
い
る
の
が
、
テ
イ

ラ
ー
（Charles Taylor

）
で
あ
る
。
彼
が
「
承
認
」
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
た
「
承
認
を
め
ぐ
る
政
）
36
（

治
」
に
お
い
て
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一

つ
と
な
る
の
が
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
従
来
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
そ
の
人
の
所
属
す
る
社
会
的

階
級
や
地
位
に
よ
っ
て
、
固
定
さ
れ
て
お
り
、
自
分
だ
け
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
近
代
化
に
よ
る
社
会

構
造
の
転
換
に
と
も
な
い
、「
私
に
特
有
の
、
そ
し
て
私
が
自
ら
の
内
に
見
出
す
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
」

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
私
自
身
に
、
そ
し
て
、
私
自
身
の
特
有
な
存
在
の
仕
方
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
理
念
と
と
も
に
生
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じ
る
」
の
で
あ
）
37
（
る
。

　

さ
ら
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
理
解
は
複
合
性
を
帯
び
て
い
る
。「
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
複
合
的
な
も
の
で
、

そ
れ
は
普
遍
的
な
問
題
に
関
す
る
諸
要
素
を
内
に
含
む
と
同
時
に
、
特
殊
な
背
景
に
関
す
る
諸
要
素
を
も
内
包
す
）
38
（
る
」
と
い
い
、
個
人
が

複
合
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。「
私
は
誰
で
あ
る
か
？
」
を
問
う
近
代
的
な
個
人
化
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
た

だ
人
間
で
あ
る
こ
と
と
い
う
普
遍
的
な
条
件
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
生
ま
れ
や
属
性
と
い
っ
た
各
個
人
に
と
っ
て
の
様
々
な
特
殊
な
条
件

が
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
承
認
と
い
う
問
題
を
議
論
す
る
の
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
、「
我
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
は
、
一
部
に
は
、
他
者
に
よ
る
承
認
、
あ
る
い
は
そ
の
不
在
、
さ
ら
に
は
歪
め
ら
れ
た
承
認
（m

isrecognition

）
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
…
…
不
承
認
（nonrecognition

）
や
歪
め
ら
れ
た
承
認
は
害
を
与
え
、
抑
圧
の
一
形
態
と
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
そ
の
人
を
、
偽
り
の
、
歪
め
ら
れ
切
り
詰
め
ら
れ
た
存
在
の
形
態
の
中
に
閉
じ
込
め
る
の
で
あ
）
39
（
る
」
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特

殊
な
背
景
に
深
く
根
付
い
た
あ
る
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す

る
「
歪
め
ら
れ
た
承
認
」
あ
る
い
は
「
不
承
認
」
を
経
験
す
る
個
人
は
、
非
常
に
深
刻
な
侵
害
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
各
個
人
に
特
有
の
背
景
が
「
承
認
」
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
多
文
化
主
義

の
核
心
な
の
で
あ
）
40
（
る
。㈣　

「
文
化
横
断
的
な
対
話
（cross-culture dialogue

）」
の
奨
励

1　

多
文
化
主
義
法
と
「
対
話
」

　

次
に
「
対
話
」
の
原
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
多
文
化
主
義
法
は
、
文
化
的
遺
産
の
「
共
有
（sharing

）」
を
促
進
す
る
こ
と
を
約
束

し
、「
異
な
っ
た
出
自
の
個
人
と
共
同
体
間
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
る
理
解
と
創
造
力
（creativity

）」（s.3 

（1

）（g

））
を
支
援
す
る
。「
共
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有
」
や
「
相
互
作
用
」
な
ど
の
文
言
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
様
々
な
異
な
る
出
自
を
有
す
る
者
を
「
承
認
」
し
た
上
で
、「
異
文
化

間
」
で
の
対
話
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
カ
ナ
ダ
社
会
に
お
け
る
異
な
っ
た
文
化
の
認
識
お
よ
び
そ
の
承
認
を

促
進
し
、
そ
れ
ら
の
文
化
の
反
映
お
よ
び
そ
の
表
現
の
発
展
を
助
長
す
る
」（s.3 

（1

）（h

））
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
）
41
（
る
。
ま
た
、
多

文
化
主
義
法
は
、
対
話
の
成
功
の
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
、「
カ
ナ
ダ
の
社
会
的
、
文
化
的
、
経
済
的
、
政
治
的
制
度
の
上
で
多
文
化

的
性
格
が
尊
重
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
内
容
に
含
ま
れ
る
よ
う
奨
励
し
、
促
進
す
る
」（s.3 

（1

）（f

））
と
い
う
こ
と
を
約
束
す
る
。
さ
ら
に
、

「
カ
ナ
ダ
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
け
る
継
続
的
な
発
展
と
発
達
に
お
け
る
、
あ
ら
ゆ
る
出
自
の
個
人
お
よ
び
共
同
体
の
完
全
で
公
平

な
参
加
を
促
進
す
る
こ
と
」（s.3 

（1

）（c

））
と
規
定
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
カ
ナ
ダ
社
会
の
完
全
な
参
加
者
と
な
る
べ
き
こ
と
を
支
援
す

る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
「
対
話
」
の
考
え
方
は
、
立
法
府
の
討
議
の
中
で
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
多
文
化
主
義
法
に
関

す
る
議
会
審
議
に
お
い
て
、
当
時
の
野
党
議
員
で
あ
っ
た
ガ
リ
ア
ー
ノ
（Alfonso G

agliano

）
議
員
は
、「
我
々
は
一
度
で
も
、（
文
化
の

発
展
が
繁
栄
を
導
く
と
い
う
こ
と
を
）
理
解
し
、
認
め
れ
ば
、
文
化
的
対
話
を
作
り
出
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
さ
ら
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
が
こ
の
対

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

話
の
当
事
者
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
容
易
に
さ
せ
る
で
あ
ろ
）
42
（
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
多
文
化
主
義
に
関
す
る
常
任
委
員
会

議
長
で
あ
る
ミ
ジ
ス
は
、「（
新
し
い
多
文
化
主
義
は
、）
異
な
っ
た
出
自
を
持
つ
個
人
な
い
し
共
同
体
の
間
で
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
る
理

解
と
創
造
を
促
進
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
カ
ナ
ダ
社
会
の
文
化
的
多
様
性
の
承
認
と
正
確
な
理
解
を
助
長
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
考
え

と
そ
の
表
現
の
発
展
（evolving expressions

）
を
促
進
す
）
43
（
る
」
と
述
べ
る
。

2　

パ
レ
ク
と
「
対
話
」
の
原
理

　

ま
た
、
こ
の
「
文
化
横
断
的
な
対
話
」
に
つ
い
て
は
、
政
治
哲
学
者
で
あ
る
パ
レ
ク
（Bhiku Parekh

）
に
よ
っ
て
検
討
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。
パ
レ
ク
は
、「
文
化
の
多
様
性
そ
れ
自
体
が
重
要
な
価
値
」
で
あ
る
と
す
る
が
、
彼
の
立
場
は
相
対
主
義
と
は
決
別
さ
れ
て
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い
）
44
（
る
。
多
様
な
文
化
の
存
在
自
体
を
重
要
視
し
な
が
ら
も
普
遍
的
価
値
の
存
在
を
も
認
め
る
パ
レ
ク
の
議
論
の
核
心
は
異
文
化
間
に
お
け

る
「
文
化
横
断
的
な
対
話
（cross-cultural dialogue

）」
で
あ
）
45
（

る
。
パ
レ
ク
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

相
対
主
義
は
、
異
文
化
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
人
間
の
特
性
を
無
視
し
、
あ
る
文
化
は
し
っ
か
り
と
統
合
さ
れ
、
全
体
と
し
て
自
己
完
結
的
で
あ
り
、

そ
の
文
化
に
所
属
す
る
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
自
決
さ
れ
て
お
り
、
そ
ろ
い
も
そ
ろ
っ
て
特
徴
的
だ
と
想
定
す
る
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
一
元
主
義

（m
onism

）
は
、
擁
護
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
人
間
性
の
見
解
に
の
み
基
づ
い
て
お
り
、
人
間
性
か
ら
の
み
道
徳
的
価
値
を
抽
出
す
る
こ
と

の
不
可
能
性
を
無
視
し
、
道
徳
的
価
値
に
関
す
る
文
化
的
な
媒
介
や
再
構
成
な
ど
を
捉
え
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
最
小
限
の
普
遍
主
義

（m
inim
um
 universalism

）
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
も
い
え
る
。
…
…
（
最
小
限
の
普
遍
主
義
は
、）
普
遍
的
価
値
は
争
い
を
生
じ
さ
せ
ず
、

一
義
的
か
つ
説
明
不
要
の
も
の
で
あ
り
、
異
文
化
間
で
も
同
様
の
意
味
を
有
す
る
と
、
あ
ま
り
に
も
素
朴
に
想
定
し
て
い
）
46
（
る
。

　

こ
こ
で
、
パ
レ
ク
は
相
対
主
義
と
一
元
主
義
、
そ
し
て
あ
る
種
の
普
遍
主
義
に
対
す
る
批
判
を
加
え
て
い
る
。
相
対
主
義
は
、
特
殊
な

側
面
を
一
面
的
に
強
調
し
、
人
間
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
か
ら
導
か
れ
る
普
遍
的
な
側
面
を
無
視
し
て
い
る
た
め
、
誤
っ
て
い
る
と
断
じ

る
。
他
方
、「
一
元
主
義
」
は
、
相
対
主
義
と
は
反
対
に
、
人
間
の
普
遍
性
に
の
み
着
目
し
、
様
々
な
特
殊
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
存

在
す
る
と
い
う
人
間
の
も
う
一
つ
の
側
面
を
無
視
す
る
た
め
に
採
用
し
得
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
い
う
、
人
間

は
普
遍
的
な
側
面
と
特
殊
的
な
側
面
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
構
成
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
と
も
重
な
る
。
パ
レ
ク
の
重
要
な
問
題
提
起

は
、「
最
小
限
の
普
遍
主
義
」
と
彼
が
呼
ぶ
も
の
に
対
し
て
も
批
判
を
加
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
パ
レ
ク
は
、
普
遍
的
価
値
の
存
在
を
否

定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
何
の
検
討
も
要
さ
な
い
ほ
ど
に
自
明
で
確
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
コ
ン
テ

ク
ス
ト
に
属
す
る
人
に
と
っ
て
理
解
可
能
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
パ
レ
ク
に
と
っ
て
の
「
普
遍
的
価
値
」
は
、
普
遍
的
に
、
そ
し

て
文
化
横
断
的
に
行
わ
れ
る
「
対
話
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
様
々
な
文
化
的
背
景
を
有
す
る
人
々
と
対
話
を
行
う
こ
と
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は
、
人
々
に
対
し
て
、
新
規
の
も
の
や
重
要
な
洞
察
に
接
す
る
こ
と
を
提
供
し
、
ま
た
、
個
々
人
に
対
し
て
、
自
身
の
文
化
的
背
景
に
対

す
る
批
判
的
反
復
に
従
事
す
る
機
会
を
提
供
す
る
の
で
あ
）
47
（

る
。
よ
っ
て
「
対
話
」
の
原
理
は
、
多
様
な
文
化
が
混
在
す
る
社
会
の
中
で
、

社
会
を
統
合
す
る
た
め
の
「
普
遍
的
な
も
の
」
を
求
め
続
け
る

0

0

0

0

0

こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
、
一
つ
の
文
化
か
ら
は
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
豊

か
な
価
値
の
「
発
現
（articulation

）」
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
）
48
（
る
。

㈤　

小　

括

　

本
章
で
の
検
討
で
は
、「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
は
ト
ル
ド
ー
首
相
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
当
初
か
ら
個
人
主
義
に
基
づ
く
社
会
統

合
の
た
め
の
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
多
文
化
主
義
の
射
程
に
つ
い
て
は
そ
の
後
の
修
正
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

当
初
か
ら
の
意
義
は
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
の
主
張
は
、
主
と
し
て
多
文
化
主
義
法
と
そ
の
制
定
過
程
か
ら
、

カ
ナ
ダ
の
コ
ミ
ッ
ト
す
る
多
文
化
主
義
は
「
承
認
」
と
「
対
話
」
と
い
う
二
つ
の
原
理
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
二
つ
の
原
理
に
基
づ
い
て

カ
ナ
ダ
憲
章
が
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

三　

信
教
の
自
由
と
「
承
認
」

　

さ
て
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
具
体
的
な
憲
法
解
釈
の
場
面
で
「
承
認
」
と
「
対
話
」
と
い
う
二
つ
の
原
理
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
す
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
理
由
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
、
信
教
の
自
由
を
素
材
と
し
て
検
討
を
行
う
。
ま

た
、
紙
幅
の
都
合
上
、「
承
認
」
に
お
け
る
部
分
に
対
象
を
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

特
定
の
宗
教
に
基
づ
い
た
実
践
に
対
す
る
法
的
承
認
・
免
除
に
関
す
る
議
論
を
、
憲
法
上
受
け
持
っ
て
き
た
信
教
の
自
由
は
、
カ
ナ
ダ

に
お
い
て
、
多
元
的
価
値
の
調
整
に
つ
い
て
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
提
供
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
多
文
化
主
義
と
の
関
係
で
重
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要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
多
文
化
主
義
的
な
「
承
認
」
の
観
点
か
ら
カ
ナ
ダ
の
信
教
の
自
由
を
検
討
す
る
。
キ
ス
ロ

ウ
ィ
ッ
ク
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
の
信
教
の
自
由
解
釈
は
、「
宗
教
的
少
数
派
の
承
認
」
に
失
敗
し
て
い
る
と
す
る

が
、
そ
の
分
析
に
は
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
に
基
づ
く
「
承
認
」
の
観
点
か
ら
、
連
邦

最
高
裁
の
判
例
を
整
合
的
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
）
49
（
つ
。
な
お
カ
ナ
ダ
の
司
法
審
査
は
、
保
護
さ
れ
る
権
利
で
あ

る
こ
と
と
、
そ
の
上
で
、
一
般
的
な
権
利
の
制
限
条
項
で
あ
る
憲
章
一
条
の
も
と
当
該
権
利
の
制
約
を
正
当
化
で
き
る
か
を
別
立
て
で
審

査
す
る
枠
組
み
と
な
っ
て
い
）
50
（
る
。
信
教
の
自
由
に
お
け
る
「
承
認
」
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
主
に
憲
章
二
条
ａ
項
が
規
定
す
る
信
教
の

自
由
の
「
保
護
す
る
も
の
」
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
保
護
領
域
の
問
題
を
中
心
に
検
討
し
た
い
。

㈠　

信
教
の
自
由
の
保
護
領
域
と
「
承
認
」

　

憲
章
二
条
ａ
項
の
保
障
す
る
信
教
の
自
由
に
は
、
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
チ
ョ
ー
ド
リ
ー
（Sujit Choudhry

）
に
よ
れ

ば
、「
是
認
の
禁
止
（non-endorsem
ent

）」
と
「
介
入
の
禁
止
（non-interference

）」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
て
い
る
。「
是
認
の
禁
止
」

と
は
、「
国
家
が
公
的
な
宗
教
を
持
た
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
宗
教
間
の
競
争
か
ら
中
立
な
状
態
で
あ
る
世
俗
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
有
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
）
51
（
る
。

　

他
方
、「
介
入
の
禁
止
」
と
は
、「
個
人
が
、
強
制
や
不
正
か
ら
自
由
な
個
人
の
選
択
が
保
障
さ
れ
た
法
的
枠
組
み
の
中
で
、
自
身
の
所

属
す
る
宗
教
の
自
由
な
選
択
、
あ
る
い
は
宗
教
を
拒
否
す
る
権
利
を
有
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
）
52
（
る
。
ま
た
、
ム
ー
ン
（Richard M

oon

）

は
、
こ
の
考
え
方
を
端
的
に
、「
政
府
か
ら
の
干
渉
な
く
宗
教
的
実
践
を
行
う
自
由
と
、
宗
教
的
実
践
に
参
加
す
る
こ
と
を
政
府
か
ら
強

制
さ
れ
な
い
自
由
」
と
し
て
お
り
、
個
人
の
信
仰
が
国
家
の
強
制
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
宗
教
を
持
た
な
い

こ
と
（
無
宗
教
）
の
自
由
を
保
障
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
）
53
（

る
。
さ
ら
に
、
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
が
、「
介
入
の
禁
止
」
に
つ
い
て
の
主
な
問

題
は
、「
強
制
を
回
避
す
る
こ
と
（avoiding coerc

）
54
（ion

）」
で
あ
る
と
す
る
よ
う
に
、
こ
の
文
脈
で
は
、
宗
教
に
対
す
る
国
家
か
ら
の
強
制
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が
主
要
な
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

1　
「
介
入
の
禁
止
（non-interference

）」

　

こ
の
両
概
念
の
う
ち
、
憲
章
が
制
定
さ
れ
た
初
期
の
頃
か
ら
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
裁
判
所
が
繰
り
返
し
言
及
す
る
の
が
、「
介
入
の

禁
止
」
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
一
九
八
五
年
に
下
さ
れ
た
ビ
ッ
グ
Ｍ
薬
局
判
決
（R. v. Big M

 D
rug M

）
55
（art

）
に
お
い
て
既
に
見
受
け

ら
れ
る
。
ビ
ッ
グ
Ｍ
薬
局
判
決
は
、
連
邦
の
主
日
法
（Lord

’s D
ay Act

）
が
問
題
と
な
っ
た
判
決
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
、
法
廷
意
見
を
執

筆
し
た
デ
ィ
ク
ソ
ン
（Brian D

ickson

）
裁
判
官
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
広
義
の
意
味
で
の
自
由
は
、
強
制
あ
る
い
は
制
約
な

し
に
信
仰
を
表
明
し
宗
教
的
活
動
を
行
う
権
利
を
含
む
。
自
由
は
、
公
共
の
安
全
、
秩
序
、
健
康
、
道
徳
、
あ
る
い
は
他
者
の
基
本
的
権

利
お
よ
び
自
由
を
保
護
す
る
必
要
性
の
た
め
の
制
限
に
は
服
す
る
が
、
彼
の
信
仰
な
い
し
良
心
に
反
す
る
方
法
で
、
行
動
を
強
制
さ
れ
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
）
56
（
る
」。
つ
ま
り
、
信
教
の
自
由
に
関
す
る
憲
章
制
定
直
後
の
判
例
で
は
、
国
家
か
ら
何
ら
か
の
強
制

が
あ
る
こ
と
を
信
教
の
自
由
の
侵
害
と
し
て
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ビ
ッ
グ
Ｍ
薬
局
判
決
に
お
い
て
は
、
信
教
の
自
由
の
侵
害
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
枠
組
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
法
律
の
目
的
と
効
果
を
審
査
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ク
ソ
ン
裁
判
官
は
「
目
的
と
効
果
は
両
方
と
も
憲
法
適
合
性
を
判
断
す
る

こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
憲
法
に
反
す
る
目
的
も
し
く
は
憲
法
に
反
す
る
効
果
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
で
、
法
律
を
無
効
と
し
得
）
57
（

る
」
と

述
べ
る
。
よ
っ
て
、
信
教
の
自
由
の
侵
害
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
当
該
法
律
（
あ
る
い
は
政
府
行
為
）
が
そ
の
目
的
ま
た
は
効
果
に
お
い

て
、
強
制
の
契
機
を
含
ん
で
い
た
か
ど
う
か
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

国
家
か
ら
の
強
制
を
防
ぐ
こ
と
を
信
教
の
自
由
の
目
的
と
す
る
初
期
の
判
例
や
、
憲
章
が
制
定
さ
れ
た
当
時
の
学
者
が
、
宗
教
を
保
護

す
る
根
拠
と
し
て
い
た
の
が
「
個
人
の
自
律
」
で
あ
る
。
ム
ー
ン
の
整
理
で
は
、「
初
期
の
信
教
の
自
由
の
擁
護
者
は
、
精
神
的
問

題

―
各
個
人
の
神
が
真
理
を
気
づ
か
せ
る
能
力
を
与
え
る
問
題

―
に
お
け
る
個
人
の
自
律
に
対
す
る
尊
重
を
重
視
し
、
あ
る
種
の
実
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践
や
慣
例
へ
の
干
渉
か
ら
国
家
を
排
除
す
る
」
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
さ
れ
）
58
（
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
憲
章
期
（Charter Era

）
初
期
の
判
例
で
は
信
教
の
自
由
の
保
護
領
域
に
関
し
て
、
国
家
の
強
制
か
ら
の
自
由
と
、
個

人
の
自
律
が
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

2　
「
是
認
の
禁
止
（non-endorsem

ent

）」

　

こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
考
え
方
は
、
ム
ー
ン
が
「
強
制
か
ら
排
除
）
59
（
へ
」
と
い
う
よ
う
に
、
徐
々
に
そ
の
意
味
合
い
が
変
化
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
国
家
か
ら
の
強
制
を
防
ぐ
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
信
教
の
自
由
が
、
宗
教
的
少
数
派
が
社
会
的
に
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
を
保
障

す
る
こ
と
を
も
、
そ
の
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ム
ー
ン
や
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
が
こ
の
典
型
例
と
し
て
提
示

す
る
の
が
、
公
的
な
場
所
で
の
お
祈
り
に
関
す
る
判
決
で
あ
）
60
（

る
。

　

⑴　

公
立
学
校
に
お
け
る
事
例

　

公
立
学
校
で
の
お
祈
り
が
問
題
と
な
っ
た
ジ
ル
バ
ー
バ
ー
グ
判
決
（Zylberberg v. Sudbury Board of Educati

）
61
（on

）
に
お
い
て
、
オ
ン

タ
リ
オ
州
控
訴
裁
判
所
（the O
ntario Court of Appeal

）
は
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
公
立
学
校
の
朝
礼
に
含
ま
れ
て
い
る
お
祈
り
（Lord

’s 

Prayer

）
は
、
信
教
の
自
由
に
反
し
、
憲
章
一
条
の
も
と
で
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。

　

な
お
、
ジ
ル
バ
ー
バ
ー
グ
判
決
の
事
例
で
は
、
生
徒
は
お
祈
り
の
時
間
に
、
教
室
か
ら
退
出
す
る
こ
と
や
沈
黙
す
る
こ
と
を
認
め
る
な

ど
の
免
除
措
置
（opt-out

）
は
許
可
さ
れ
て
い
た
。
裁
判
所
は
、
確
か
に
、
そ
の
よ
う
な
お
祈
り
は
宗
教
的
実
践
を
直
接
的
に
強
制
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
効
果
と
し
て
強
制
が
見
ら
れ
る
と
い
）
62
（

う
。
ま
た
、
免
除
措
置
も
、
そ
の
よ
う
な
お
祈
り
を
共
有
し
な
い
生
徒
に

と
っ
て
は
、
免
除
の
要
求
を
す
る
た
め
に
、
そ
の
効
果
に
お
い
て
、
公
的
な
機
関
（
こ
こ
で
は
教
師
）
に
対
し
て
自
身
の
宗
教
を
暴
露
す

る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
と
し
）
63
（

た
。

　

ム
ー
ン
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
こ
の
お
祈
り
の
目
的
は
、
宗
教
的
実
践
を
生
徒
に
強
制
し
た
り
、
実
践
に
参
加
す
る
よ
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
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を
与
え
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
単
に
望
む
生
徒
に
重
要
な
宗
教
的
実
践
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る

が
、
そ
の
実
践
の
「
効
果
」
は
特
定
の
宗
教
的
実
践
を
生
徒
に
強
制
す
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
公
立
学
校
と
い
う
文
脈

に
お
い
て
、
子
供
た
ち
は
お
祈
り
を
す
る
彼
ら
の
学
友
（their peers

）
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

―
お
祈
り
に
参
加
し
な
い
こ
と
で
孤

立
し
た
り
ス
テ
ィ
グ
マ
化
さ
れ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

―
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
お
祈
り
を
強
制

―
政
府
に
よ
る
宗
教
的
実
践
に
従
事
す
る
こ
と
の
強
制

―
と
み
な
す
に
は
十
分

で
あ
る
。
子
供
た
ち
は
公
式
に
お
祈
り
の
免
除
措
置
と
い
う
権
利
を
有
し
て
い
る
一
方
で
、
彼
ら
は
学
校
の
支
援
し
て
い
る
多
数
派
共
同

体
の
宗
教
的
実
践
に
従
う
べ
き
だ
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
る
の
で
あ
）
64
（

る
。

　

こ
の
よ
う
な
法
廷
意
見
の
背
景
に
は
、
こ
こ
で
の
お
祈
り
が
、
当
該
社
会
で
の
多
数
派
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
が
あ
る
。
関
連
し
て
、
当
判
決
に
お
い
て
宗
教
的
少
数
派
が
「
当
該
社
会
か
ら
排
除
」
さ
れ
る
こ
と
を
、
信
教

の
自
由
の
侵
害
と
判
断
し
た
背
景
に
は
、
多
文
化
主
義
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
裁
判
所
は
、
憲
章
二
七
条
の
も
と
で
は
、「
憲
章
は
カ
ナ

ダ
の
多
文
化
的
遺
産
を
保
存
し
強
化
す
る
よ
う
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
基
づ
け
ば
、
多
数
派
に

よ
っ
て
、
そ
の
他
の
人
々
に
多
数
派
の
文
化
的
規
範
や
基
準
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
公
的
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
同
調

を
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
）
65
（

る
。

　

ま
た
、
お
祈
り
の
事
例
で
は
な
い
が
関
連
す
る
判
例
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
市
民
自
由
協
会
判
決
（Canadian Civil Liberties Assn. v. 

O
nt

）
66
（

ario

）
が
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
控
訴
裁
判
所
は
、
一
週
間
の
う
ち
二
回
、
三
〇
分
の
「
宗
教
教
育
（religious 

education

）」
に
時
間
を
割
く
よ
う
要
求
す
る
州
規
則
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
を
生
徒
に
教
え
込
む
（indoctrination

）
と
い
う
目
的
を

有
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
信
教
の
自
由
に
反
し
、
憲
章
一
条
の
も
と
で
正
当
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
結
論

に
至
る
過
程
の
中
で
、
裁
判
所
は
、
当
該
規
則
は
資
格
を
持
た
な
い
指
導
者
は
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
教
え
る
権
限
が
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
牧
師
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
宗
教
教
育
を
許
可
す
る
と
い
う
。
裁
判
所
は
、「
牧
師
が
、（
宗
教
的
な
）
教
え
込
み
の
技
術
を
持
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つ
と
い
う
よ
り
も
、
宗
教
を
比
較
的
に
教
え
る
素
養
を
身
に
付
け
て
い
る
と
い
う
証
拠
が
な
い
中
で
は
、
そ
の
規
則
の
目
的
は
（
宗
教

の
）
教
え
込
み
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
）
67
（

る
。
そ
の
規
則
は
生
徒
に
対
し
て
宗
教
教
室
（the religion classes

）
か
ら
の
免
除
を
許
可
し
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
免
除
は
、
そ
の
教
育
が
宗
教
の
教
え
込
み
を
含
む
場
合
に
の
み
必
要
に
な
る
と
考
え
、
裁
判
所
は
、
ジ
ル
バ
ー

バ
ー
グ
判
決
と
同
様
に
、
そ
の
規
則
の
教
え
込
み
的
な
目
的
な
い
し
効
果
は
、
宗
教
教
育
が
行
わ
れ
る
教
室
へ
の
参
加
を
望
ま
な
い
生
徒

に
免
除
を
与
え
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
裁
判
所
の
見
解
に
お
い
て
、
免
除
を
望
む
あ
ら
ゆ
る

生
徒
は
「
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
ス
テ
ィ
グ
マ
化
さ
れ
、
支
配
的
宗
教
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
彼
ら
の
仲
間
の
生
徒
か
ら
切
り
離
さ

れ
）
68
（

る
」
の
で
あ
る
。

　

⑵　

議
会
に
お
け
る
事
例

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
人
格
的
な
自
律
が
未
だ
不
完
全
な
子
供
が
主
体
と
な
る
学
校
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ

ラ
イ
タ
ー
グ
判
決
（Freitag v. Pentanguishe
）
69
（ne

）
に
お
い
て
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
控
訴
裁
判
所
は
、
町
議
会
の
開
会
の
際
に
行
わ
れ
る
お
祈

り
が
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
事
例
を
判
断
し
た
。
裁
判
所
は
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、

直
接
的
に
お
祈
り
を
強
制
す
る
者
は
誰
も
お
ら
ず
、
お
祈
り
に
参
加
す
る
選
択
を
強
制
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

「
実
践
の
目
的
は
町
議
会
の
討
議
に
お
い
て
明
確
に
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
の
ト
ー
ン
を
課
す
こ
と
で
あ
り
」、
宗
教
的
実
践
の
同
調
圧
力

（peer pressure

）
を
個
人
に
与
え
る
た
め
、
強
制
と
な
る
と
判
断
し
）
70
（
た
。
さ
ら
に
、
裁
判
所
は
、「
原
告
は
、
…
…
そ
の
集
会
の
中
で
、

多
数
派
が
公
式
な
者
と
し
て
承
認
し
た
者
で
は
な
い
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

選
び
出
さ
れ
た
市
民
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
で
あ

る
」
と
も
述
べ
て
い
）
71
（

る
。

　

さ
ら
に
、
先
例
と
な
る
ジ
ル
バ
ー
バ
ー
グ
判
決
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
町
議
会
に
参
加
す
る
大
人
の
場
合
と
、
年
間
を
通
じ
て
友
人

や
教
師
と
の
関
係
が
あ
る
学
校
と
で
は
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
生
じ
る
関
係
の
重
要
性
は
異
な
る
、
と
示
し
な
が
ら
も
、「
子
供
が
、
公
教

育
に
参
加
す
る
権
利
と
、
多
数
派
の
宗
教
的
実
践
へ
の
同
調
の
強
制
な
い
し
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
自
由
で
あ
る
権
利
を
有
す
る
よ
う
に
、
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あ
ら
ゆ
る
人
が
、
公
共
の
町
会
議
に
参
加
す
る
権
利
と
、（
子
供
の
場
合
と
）
同
様
の
自
由
を
享
受
す
る
」
と
判
示
し
）
72
（
た
。
こ
の
よ
う
な
裁

判
所
の
理
解
は
、
人
格
的
発
展
が
未
熟
と
は
い
え
な
い
大
人
の
場
合
で
も
前
述
の
権
利
は
保
障
さ
れ
、
子
供
の
場
合
は
、
よ
り
強
力
に
保

障
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
議
会
の
開
会
の
際
の
お
祈
り
に
つ
い
て
、
二
〇
一
五
年
に
連
邦
最
高
裁
が
判
断
を
示
し
た
サ
グ
ネ
判
決
（M

ouvem
ent 

laïque québécois v. Sagune

）
73
（ay

）
で
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
サ
グ
ネ
市
の
議
会
に
お
い
て
開
会
の
際
に
行
わ
れ
て
い
た
無
宗
派
の
お
祈
り

（ecum
enical prayer

）
が
、
無
宗
教
者
で
あ
る
原
告
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
が
主
要
な
争
点
と
し
て
争
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
ガ
ス

コ
ン
（Clém

ent G
ascon

）
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
サ
グ
ネ
市
議
会
の
行
っ
て
い
る
お
祈
り
は
無
宗
派
で
は
あ
っ
た
が
、「
神
」
に

言
及
し
て
い
る
た
め
、「
有
神
論
者
を
優
遇
す
る
空
間
」
を
創
り
出
し
、
他
の
宗
教
な
い
し
宗
教
を
持
た
な
い
者
に
「
孤
独
感
や
疎
外

感
」（
排
除
の
効
果
）
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
当
該
お
祈
り
は
原
告
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
、
そ
の
正
当
化
を

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
判
示
し
）
74
（
た
。
よ
っ
て
、
無
宗
派
の
お
祈
り
で
あ
っ
て
も
市
議
会
の
よ
う
な
公
的
な
場
所
で
行
わ
れ
る
場
合
は
信

教
の
自
由
に
反
す
る
と
の
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

3　

若
干
の
検
討

―
社
会
的
排
除
と
「
承
認
」

　

以
上
の
よ
う
な
事
例
で
、
公
的
な
領
域
で
お
祈
り
が
実
践
さ
れ
る
こ
と
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
当
該
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
完
全
な
参

加
か
ら
排
除
す
る
目
的
、
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
に
い
っ
て
、
あ
る
メ
ン
バ
ー
（
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
は
当
該
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

完
全
な
る
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
と
い
う
シ
グ
ナ
ル
を
発
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
公
的
な
場
で
キ
リ
ス
ト
教
に
基

づ
く
お
祈
り
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
当
該
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
多
数
派
で
あ
る
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ム
ー
ン
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
あ
く
ま
で
「
強
制
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
で
構
造

が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
、
国
家
か
ら
の
強
制
で
は
な
く
、
ま
さ
に
宗
教
的
少
数
派
が
「
当
該
社
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会
か
ら
の
排
除
」
を
感
じ
る
こ
と
を
、
信
教
の
自
由
の
侵
害
と
し
て
い
る
の
だ
と
指
摘
す
）
75
（
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
そ
の
宗
教
的
信
仰

を
持
た
な
い
者
に
対
し
て
、
許
容
し
が
た
い
排
除
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
他
方
で
、
い
く
ら
か
の
個
人
を
あ
る
宗
教

的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
く
他
者
よ
り
も
劣
位
に
扱
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
）
76
（
る
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
憲
法
学
の
観
点
か
ら
多
文
化
主
義
的
な
「
承
認
」
原
理
を
受
け
止
め
る
場
合
、
何
を
帰
結
す
る
だ
ろ
う
か
。
ム
ー

ン
は
、
国
家
に
よ
っ
て
「
カ
ナ
ダ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
特
定
の
宗
教
的
伝
統
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
多
文
化
社
会

と
い
う
こ
の
国
の
自
己
構
想
に
反
す
）
77
（
る
」
と
す
る
。
よ
っ
て
、
多
文
化
主
義
に
基
づ
け
ば
、
国
家
が
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
何
ら
か
の
宗
教
と

結
び
つ
き
、
当
該
宗
教
以
外
の
信
仰
を
持
つ
者
に
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
こ
と
を
危
惧
す
）
78
（

る
。
こ
の
よ
う

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
宗
教
的
少
数
派
に
と
っ
て
は
、
当
該
社
会
に
お
け
る
不
承
認
な
い
し
、
多
数
派
に
有
利
な
「
不
公
正
」
な
承
認
の
契

機
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
彼
ら
を
社
会
へ
の
不
完
全
な
参
加
者
と
み
な
し
て
し
ま
う
。
上
記
で
検
討
し
た
四
つ
の
判
例
は

ま
さ
に
こ
の
点
に
力
点
を
置
い
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
承
認
」
は
あ
く
ま
で
、
宗
教
的
少
数
派
で
あ
っ
て
も
カ
ナ
ダ
社

会
の
完
全
な
参
加
者
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
り
、
少
数
派
の
実
践
を
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
「
承
認
」
し
、
特
別
な
配
慮

を
行
う
こ
と
ま
で
も
を
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
）
79
（
い
。
憲
法
学
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
営
為
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
不

可
能
だ
と
思
わ
れ
）
80
（

る
。
憲
法
学
の
立
場
か
ら
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、「
あ
ら
ゆ
る
人
の
平
等
な
承
認
」
と
い
う
多
文
化
主
義
の

原
理
が
「
公
正
に
」
保
障
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
を
完
全
な
参
加
者
と
す
る
た
め
の
条
件
整
備
で
あ
る
。
こ
の
点
か

ら
、
興
味
深
い
の
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
ブ
ッ
ク
ス
判
決
（R. v. Edw

ards Books and Art L

）
81
（td.

）
に
お
け
る
裁
判
所
の
論
理
で
あ
る
。
こ
の
判

決
は
、
ビ
ッ
グ
Ｍ
薬
局
判
決
と
同
じ
く
、
主
日
法
（
州
法
）
が
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
る
が
、
そ
の
結

論
は
ビ
ッ
グ
Ｍ
薬
局
判
決
と
異
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
ブ
ッ
ク
ス
判
決
の
事
例
で
は
、
そ
の
立
法
過
程
に
キ
リ
ス
ト
教
の
安

息
日
を
是
認
す
る
意
図
は
見
出
し
が
た
く
、
そ
の
目
的
は
小
売
業
者
に
共
通
の
休
日
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
り
、
日
曜
日
を
安
息
日
と
し

な
い
宗
派
に
属
す
る
者
に
対
す
る
一
定
の
例
外
措
置
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
立
法
が
偶
然
に
特
定
の
宗
教
を
是
認
す
る
よ
う
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な
規
定
を
有
す
る
と
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
直
ち
に
違
憲
の
判
断
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
）
82
（
い
。

㈡　

宗
教
の
定
義
と
個
人
主
義
・
多
文
化
主
義
的
「
承
認
」

　

と
こ
ろ
で
、
信
教
の
自
由
の
保
護
領
域
の
問
題
と
し
て
は
、「
宗
教
」
と
は
何
か
の
定
義
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高

裁
が
こ
の
種
の
問
題
に
解
答
を
与
え
た
の
が
ア
ム
セ
ル
ム
判
決
（Syndicat N

orthcrest v. Am
se

）
83
（

lem

）
で
あ
る
。
ア
ム
セ
ル
ム
判
決
は
、

カ
ナ
ダ
の
信
教
の
自
由
の
保
護
領
域
に
関
す
る
先
例
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
）
84
（

る
。
本
節
で
は
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
個
人
主
義
的

な
「
宗
教
」
解
釈
と
「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
的
な
「
承
認
」
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

1　

宗
教
に
対
す
る
「
主
観
的
」
判
断

　

正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
に
属
し
て
い
た
原
告
の
ア
ム
セ
ル
ム
は
、
自
身
の
教
義
の
解
釈
に
よ
り
、
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
の
祭
典
の
間
、
自
分
専

用
の
ス
ッ
カ
ー
と
呼
ば
れ
る
仮
庵
を
持
ち
、
祈
り
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
真
摯
に
信
じ
て
い
た
が
、
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
自
分

だ
け
の
ス
ッ
カ
ー
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
件
は
、
ア
ム
セ
ル
ム
が
共
同
住
宅
の
バ
ル
コ

ニ
ー
に
ス
ッ
カ
ー
を
建
築
し
た
こ
と
が
、
入
居
の
際
に
交
わ
し
た
不
作
為
契
約
に
違
反
す
る
と
し
て
争
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
ア
ム
セ
ル

ム
の
信
仰
が
信
教
の
自
由
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
連
邦
最
高
裁
が
採
用
し
た
の
が
「
生
き
た
宗

教
（lived religious

）」
と
い
う
理
論
を
ベ
ー
ス
に
し
、
個
人
の
信
仰
に
対
す
る
「
真
摯
さ
」
に
着
目
し
、
個
人
の
自
己
決
定
の
文
脈
で
宗

教
を
捉
え
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
連
邦
最
高
裁
が
採
用
し
た
「
生
き
た
宗
教
」
の
概
念
と
は
、
宗
教
を
「
あ
る
体
系
だ
っ
た
テ
ク
ス
ト
、
教
義
、
ド
グ
マ
と
し
て

理
解
す
る
」
の
で
は
な
く
、「
実
践
と
経
験
」
の
中
で
「
宗
教
を
信
じ
る
者
が
、
自
身
の
宗
教
に
対
し
て
行
う
日
々
の
（
再
）
解
釈
に
焦

点
を
当
て
て
理
解
」（
括
弧
内
原
文
マ
マ
）
す
る
概
念
で
あ
）
85
（
る
。
こ
の
概
念
で
は
、「
特
定
の
宗
教
的
体
系
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
」
で
は
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な
く
、「
個
人
が
当
該
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
」
を
判
断
基
準
と
し
て
い
）
86
（
る
。
し
た
が
っ
て
、「
国
家
（state

）
は
、
宗
教

的
ド
グ
マ
の
裁
定
者
の
地
位
に
な
く
、
な
る
べ
き
で
も
な
い
。
裁
判
所
は
、
宗
教
的
な
要
求
、
義
務
、
教
え
、
命
令
、
慣
習
、
儀
式
の
主

体
的
理
解
に
つ
い
て
明
示
的
、
暗
示
的
に
裁
判
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
な
い
し
解
釈
す
る
こ
と
を
避
け
る
べ
き
で
あ
）
87
（
る
」
と
述
べ
る
の

で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
ア
ム
セ
ル
ム
の
主
張
は
、
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
の
教
義
の
体
系
と
の
齟
齬
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
教
の
自
由
の
保
護
範
囲
か
ら

外
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
な
お
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
ア
ム
セ
ル
ム
判
決
以
降
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る
負
担
が
生
じ
て
い

る
か
否
か
は
、
①
個
人
が
何
ら
か
の
宗
教
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
（nexus

）
信
仰
を
真
摯
に
信
じ
て
い
る
こ
と
、
②
そ
し
て
、
当
該
個
人

が
信
じ
る
信
仰
に
対
す
る
負
担
が
、「
些
細
な
こ
と
（trivial

）
で
も
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
（insignificant

）」
で
も
な
い
場
合
に
は
、
信

教
の
自
由
の
侵
害
が
生
じ
て
い
る
と
す
る
ア
ム
セ
ル
ム
・
テ
ス
ト
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
）
88
（

る
。

　

そ
こ
で
は
、
当
該
信
仰
を
主
張
者
が
真
摯
に
信
じ
て
い
る
か
否
か
が
必
要
条
件
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
特
定
の
宗
教
へ
の
帰
属
で

は
な
く
、
個
人
の
自
己
解
釈
に
重
点
を
置
く
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
以
上
、
そ
の
信
仰
の
強
度
に
着
目
す
る
の
は
当
然
の
帰
結
と
い
え
る
。

連
邦
最
高
裁
が
そ
の
基
準
と
し
て
設
定
す
る
の
は
、「
主
張
者
の
過
去
の
実
践
で
は
な
く
、
現
在
、
真
摯
に
信
仰
し
て
い
る
か
否
か
」
で

あ
）
89
（
る
。
こ
の
点
、
裁
判
所
が
具
体
的
な
「
信
仰
」
の
証
拠
に
基
づ
い
て
、
そ
の
信
仰
が
「
真
摯
な
」
も
の
か
否
か
を
判
断
す
る
能
力
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
肯
定
的
に
受
け
取
ら
れ
て
い
）
90
（

る
。

2　
「
主
観
的
」
判
断
に
対
す
る
評
価
と
対
立

　

⑴　

個
人
主
義
的
な
宗
教
理
解

　

こ
の
よ
う
な
判
例
の
個
人
主
義
的
理
解
を
的
確
に
整
理
し
て
い
る
の
が
、
バ
ー
ガ
ー
（Benjam

in L. Berger

）
で
あ
る
。
バ
ー
ガ
ー
は
、

カ
ナ
ダ
の
信
教
の
自
由
の
判
例
が
、
宗
教
を
、
①
本
質
的
に
個
人
的
な
、
②
自
律
と
選
択
、
③
そ
し
て
私
的
な
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
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と
す
）
91
（
る
。
彼
は
、「
近
代
的
な
普
遍
的
人
権
は
、
個
人
の
権
利
に
焦
点
を
当
て
て
き
）
92
（
た
」
こ
と
に
着
目
し
つ
つ
、
ア
ム
セ
ル
ム
判
決
で
法

廷
意
見
が
採
用
し
た
個
人
の
自
律
を
強
調
す
る
立
場
を
評
価
す
る
。

　

⑵　

宗
教
の
共
同
体
的
側
面

　

こ
の
バ
ー
ガ
ー
の
整
理
を
、
的
確
な
も
の
で
あ
る
と
評
し
な
が
ら
も
、
多
文
化
主
義
に
基
づ
い
た
宗
教
の
理
解
と
し
て
は
、
不
十
分
で

あ
る
と
す
る
の
が
、
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
彼
は
、
宗
教
的
実
践
の
多
く
は
共
同
体
的
側
面
を
含
ん
で
お
り
、
ア
ム
セ
ル
ム
判
決
の

理
解
す
る
個
人
主
義
的
な
宗
教
観
は
、
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
「
承
認
」
に
失
敗
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
、
個
人
主
義

に
基
づ
く
宗
教
理
解
で
は
、
ホ
フ
ァ
ー
判
決
（H

ofer v. H
o

）
93
（fer

）
で
問
題
と
な
っ
た
、
共
同
体
主
義
を
前
提
と
し
、
共
同
財
産
制
を
採
る

フ
ッ
タ
ー
ラ
イ
ト
（H

utterites
）
の
よ
う
な
本
質
的
に
共
同
体
的
な
集
団
を
「
承
認
」
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
と
い
）
94
（
う
。
そ
し
て
、
判
例

が
採
る
よ
う
な
意
味
で
の
個
人
主
義
は
、「
少
数
派
の
価
値
観
の
承
認
」
と
い
う
重
要
な
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
の
立
場
に
反
す
る
と
す

る
の
で
あ
）
95
（
る
。

3　

若
干
の
検
討

―
個
人
主
義
的
宗
教
理
解
と
「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」

　

以
上
の
よ
う
な
見
解
の
対
立
に
は
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
と
い
う
立
場
か
ら
い
く
ら
か
の
補
助
線
を
引
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

①
「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
は
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
②
そ
の
よ
う
な
理
解
に
立
て
ば
、
共
同
体
的
側
面
な

い
し
集
団
の
権
利
の
捉
え
方
は
、
あ
く
ま
で
個
人
主
義
を
ベ
ー
ス
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

⑴　

対
内
的
制
約
と
対
外
的
防
御

　

こ
の
よ
う
な
補
助
線
を
引
く
上
で
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
の
は
第
二
章
で
も
検
討
し
た
キ
ム
リ
ッ
カ
の
議
論
で
あ
る
。
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、

「
対
内
的
制
約
（internal restriction

）」
と
「
対
外
的
防
御
（external protection
）」
と
い
う
概
）
96
（

念
を
設
定
し
あ
る
集
団
の
慣
行
に
限
界
を

設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。「
対
内
的
制
約
」
と
は
、
集
団
が
自
ら
の
集
団
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
行
う
権
利
要
求
で
あ
り
、
文
化
的
伝
統
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や
宗
教
上
の
正
統
的
教
義
の
名
の
下
に
市
民
的
・
政
治
的
諸
権
利
を
制
約
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、「
対
外
的

防
御
」
と
は
、
集
団
が
外
部
の
主
流
社
会
に
対
し
て
行
う
権
利
要
求
で
あ
り
、
よ
り
強
い
政
治
的
経
済
的
力
を
持
つ
外
部
の
決
定
か
ら
集

団
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、「
対
内
的
制
約
」
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、「
対
外
的
防
御
」
は
認
め

ら
れ
る
と
主
張
す
）
97
（
る
。
つ
ま
り
、
集
団
の
実
践
は
、
集
団
内
の
個
人
の
自
由
を
抑
圧
し
な
い
限
り
で
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
に
お
い
て
は
、
あ
る
集
団
の
承
認
に
お
い
て
一
定
の
限
界
が
あ
る
点
が
示
唆
さ
れ
よ
う
。
リ
ベ

ラ
ル
な
多
文
化
主
義
で
あ
る
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
集
団
的
活
動
を
権
利
と
し
て
容
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
的
・
宗
教

的
少
数
派
を
「
承
認
」
す
る
こ
と
と
並
ん
で
、
個
人
が
集
団
か
ら
抑
圧
な
い
し
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
も
保
障
し
よ
う
と
す
る
こ
の
立
場
か

ら
は
、
個
人
主
義
的
な
宗
教
の
理
解
は
妥
当
と
い
え
る
だ
ろ
）
98
（
う
。

　

⑵　

集
団
別
権
利
の
構
想

　

ま
た
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
議
論
は
、
集
団
の
権
利
（collective rights

）
の
構
想
で
は
な
く
、
集
団
別
権
利
（group-differentiated rights

）

の
構
想
で
あ
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
権
利
の
享
有
主
体
が
個
人
か
集
団
か
と
い
う
問
題
で
は
な

く
、
な
ぜ
、
あ
る
集
団
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
特
別
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
）
99
（

る
。
よ
っ
て
、
集
団
別

権
利
の
構
想
に
お
い
て
は
、
ア
ム
セ
ル
ム
判
決
で
提
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
個
人
主
義
を
ベ
ー
ス
と
し
て
宗
教
を
理
解
す
る
こ
と
と
、
宗
教

の
共
同
体
的
側
面
を
「
承
認
」
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
矛
盾
せ
ず
、
対
立
関
係
に
は
な
い
。

　

ア
ム
セ
ル
ム
は
、
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教

―
自
己
流
の
解
釈
で
は
あ
っ
た
が

―
を
信
仰
す
る
か
ら
、
当
該
不
作
為
契
約
か
ら
の
免
除
を

要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の
要
求
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
は
、
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
の
「
承
認
」
が
行
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
一
方
で
、
ア
ム
セ
ル
ム
の
宗
教
理
解
を
「
公
式
な
」
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
の
見
解
か
ら
退
け
る
よ
う
な
判
断
は
、「
私
自
身
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
承
認
」
を
問
題
と
し
て
い
る
中
で
は
、「
承
認
」
の
失
敗
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
本
稿
で
検
討
を
加
え

た
の
が
保
護
領
域
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
少
数
派
の
承
認
」
の
問
題
と
そ
の
実
践
の
容
認
は
ま
た
別
の
問
題
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で
あ
る
。

四　

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
本
稿
で
の
検
討
の
結
果
明
ら
か
と
さ
れ
た
点
と
残
さ
れ
た
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
本
稿
は
、「
カ
ナ
ダ
の
多
文

化
主
義
」
に
基
づ
く
憲
法
解
釈
の
可
能
性
を
探
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
ま
ず
、「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
と
は
、
リ
ベ
ラ

ル
な
多
文
化
主
義
を
意
味
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
を
解
釈
指
針
と
す
る
場
合
、「
承
認
」
と
「
対

話
」
と
い
う
二
つ
の
原
理
が
導
か
れ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
原
理
の
う
ち
、「
承
認
」
の
原
理
に
基
づ
く
信
教
の
自

由
解
釈
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
帰
結
と
し
て
以
下
の
二
点
を
示
し
た
。
第
一
に
、
国
家
が
、
宗
教
的
少
数
派
に
対
し
て
当
該
政
治
社
会

の
完
全
な
成
員
で
は
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
「
排
除
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
こ
と
を
深
刻
な
問
題
と
解
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
宗
教
の
個
人
主
義
的
解
釈
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
も
あ
る
集
団
へ
の
帰
属
に
着
目
す
る
集
団
別
権
利
の
観

点
か
ら
、
信
教
の
自
由
の
特
別
な
保
護
を
求
め
る
こ
と

0

0

0

0

0

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
に
お
い
て
「
承
認
」
に
基
づ

く
信
教
の
自
由
解
釈
に
か
か
る
論
点
の
す
べ
て
を
論
じ
尽
く
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
民
主
制
や
政
治
過
程
、
公
私
区
分
論
に
関
す

る
問
題
が
残
さ
れ
て
い
）
100
（
る
。

　

ま
た
、
第
二
の
点
か
ら
想
像
に
難
く
な
い
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
の
信
教
の
自
由
に
お
い
て
、
最
重
要
と
い
え
る
問
題
は
、
保
護
領
域
を
広

く
と
る
こ
と
の
反
射
と
し
て
多
く
の
場
合
で
社
会
的
利
益
や
公
益
と
信
教
の
自
由
の
主
張
が
衝
突
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
調
整
を
如
何

に
行
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
の
観
点
か
ら
は
、「
対
話
」
の
原
理
に
基
づ
く
調
整
方
法
と
位
置

づ
け
ら
れ
得
る
「
合
理
的
配
慮
（reasonable accom

m
odation

）」
法
理
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
当
法
理
に
つ
い
て
の
検
討
が
喫
緊
の
課
題

と
し
て
筆
者
に
課
さ
れ
て
い
る
。
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〔
付
記
〕
本
研
究
は
平
成
二
七
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（15J07675

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）  

例
え
ば
、
常
本
照
樹
「
人
権
主
体
と
し
て
の
個
人
と
集
団
」
長
谷
部
恭
男
編
『
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ズ
現
代
の
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五

年
）
八
一
頁
以
下
等
参
照
。

（
2
）  
例
え
ば
、
時
安
邦
治
「
多
文
化
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
木
前
利
秋
他
編
『
葛
藤
す
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
』（
白
澤
社
、
二
〇
一
二
年
）
一

六
五
頁
以
下
、
石
山
文
彦
「
多
文
化
主
義
の
規
範
的
理
論
」
法
哲
学
年
報
一
九
九
六
（
一
九
九
六
年
）
四
三
頁
以
下
参
照
。

（
3
）  

高
作
正
博
「
多
文
化
主
義
の
権
利
論

―
文
化
享
有
権
の
可
能
性
」
上
智
法
学
論
集
四
二
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
一
七
三
頁
以
下
等
を
参
照
。

無
論
、
か
か
る
論
点
の
重
要
性
に
は
同
意
し
て
い
る
。

（
4
）  Canadian Charter of Rights and Freedom
s, Part I of the Constitution Act 1982.

（
5
）  Constitution A

ct, 1867.

（
6
）  

な
お
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
守
谷
賢
輔
「
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
決
と
先
住
民
の
自
治
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
九
巻
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）

一
〇
四
七
頁
以
下
等
参
照
。

（
7
）  Lori G. Beam

an, 

“Exploring Reasonable A
ccom

m
odation

”, in Lori G. Beam
an, Reasonable A

ccom
m
odation 

（Vancouver: 
U
BC Press, 2012

） at 3.

（
8
）  

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
石
山
涼
子
「
分
離
独
立
の
規
範
的
意
義

―
カ
ナ
ダ
の
事
例
を
手
が
か
り
に
」
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
八
一
号
（
二
〇

〇
六
年
）
三
五
頁
以
下
等
参
照
。

（
9
）  H

ouse of Com
m
ons D

ebates, 8

（8 O
ctober 1971

） at 8545

（H
on. Pierre Trudeau

）.

（
10
）  RCBB, Book IV The Cultural Contribution of the O

ther Ethnic G
roups （O

ttaw
a: Q
ueen

’s Printer, 1969

） at para.8.

（
11
）  Ibid. at para.19.

（
12
）  H
ouse of Com

m
ons D

ebates, 8

（8 O
ctober 1971

） at 8546
（H

on. Pierre Trudeau

）.

（
13
）  

ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
（
岡
崎
晴
輝
他
監
訳
）『
土
着
語
の
政
治
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
）
二
八
―
二
九
頁
。〔
以
下
、『
土
着
語

の
政
治
』〕。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
多
文
化
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細
は
、
松
元
雅
和
『
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

（
14
）  

ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
（
角
田
猛
之
他
監
訳
）『
多
文
化
時
代
の
市
民
権
』（
昇
洋
書
房
、
一
九
九
五
年
）
一
一
二
頁
。〔
以
下
、『
多
文
化
時
代
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の
市
民
権
』〕。

（
15
）  

キ
ム
リ
ッ
カ
『
多
文
化
時
代
の
市
民
権
』
一
一
三
頁
。
例
え
ば
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
ケ
ベ
ッ
ク
」
や
「
先
住
民
」
な
ど
の
「
独
自
の
社
会
」

を
形
成
し
て
い
る
集
団
が
想
起
さ
れ
る
。
同
様
に
、
国
民
国
家
そ
れ
自
体
も
ま
た
社
会
構
成
文
化
の
一
つ
で
あ
る
。
な
お
、
浦
山
聖
子
「
多
文
化

主
義
の
理
論
と
制
度
」
國
家
學
會
雑
誌
一
二
〇
巻
三･

四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
八
七
―
八
八
頁
も
参
照
。

（
16
）  
キ
ム
リ
ッ
カ
『
土
着
語
の
政
治
』
一
二
三
頁
。

（
17
）  W

ill Kym
licka, Liberalism

, com
m
unity, and culture （O

xford: Clarendon Press, 1989

） at 166. 

な
お
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、「
我
々
の

言
語
と
歴
史
と
は
、
利
用
可
能
な
選
択
肢
と
そ
の
重
要
性
を
自
覚
す
る
た
め
の
媒
介
物
（m

edia

）」
で
あ
る
と
も
い
う
。at 165.

（
18
）  

ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
（
千
葉
眞
他
訳
）『
新
版　

現
代
政
治
理
論
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）
四
九
七
―
五
〇
一
頁
。〔
以
下
、『
現
代

政
治
理
論
』〕。

（
19
）  

キ
ム
リ
ッ
カ
『
土
着
語
の
政
治
』
一
頁
。
な
お
、
彼
の
い
う
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
の
道
具
」
と
は
、
国
籍
法
、
教
育
法
、
言
語
法
、
公
務
員
雇

用
政
策
、
兵
役
、
国
営
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
あ
る
。

（
20
）  

キ
ム
リ
ッ
カ
『
現
代
政
治
理
論
』
五
二
〇
―
五
二
四
頁
。
な
お
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
国
家
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
を
行
う
こ
と
を
否
定
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
奨
励
す
る
。
彼
の
議
論
は
そ
の
公
正
さ
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
キ
ム
リ
ッ
カ
を
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
正
し
い
理
解
と
い
え
る
。
ま
た
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
は
さ
ほ
ど

距
離
の
な
い
議
論
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
栗
田
佳
泰
「
多
文
化
社
会
に
お
け
る
『
国
民
』
の
憲
法
学

的
考
察

―
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
か
ら
」
久
留
米
大
学
法
学
五
九
巻
（
二
〇
〇
八
年
）
六
七
頁
以
下
参
照
。

（
21
）  

キ
ム
リ
ッ
カ
『
土
着
語
の
政
治
』
一
〇
五
頁
。

（
22
）  

な
お
詳
し
く
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
『
多
文
化
時
代
の
市
民
権
』
四
七
六
頁
以
下
参
照
。

（
23
）  

キ
ム
リ
ッ
カ
『
土
着
語
の
政
治
』
一
〇
五
頁
。
な
お
、
そ
の
後
こ
の
よ
う
な
集
団
を
よ
り
細
か
く
分
類
し
て
い
る
。
キ
ム
リ
ッ
カ
『
現
代
政
治

理
論
』
五
〇
二
―
五
二
〇
頁
。

（
24
）  

キ
ム
リ
ッ
カ
『
土
着
語
の
政
治
』
二
二
九
頁
以
下
、
同
『
現
代
政
治
理
論
』
五
一
一
頁
参
照
。

（
25
）  

中
野
秀
一
郎
『
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
現
代
国
家
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
七
〇
―
七
一
頁
。

（
26
）  

正
躰
朝
香
「
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
多
文
化
主
義
の
萌
芽
・
成
立
・
変
容
」
カ
ナ
ダ
研
究
年
報
一
六
号
（
一
九
九
六
年
）
八
一
頁
。
な
お
関
連
し
て
、

河
北
洋
介
「
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
同
性
婚
の
承
認
（
一
）」
名
城
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
三
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
頁
以
下
。
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（
27
）  

社
会
統
合
の
観
点
か
ら
「
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
」
を
検
討
し
た
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
新
川
敏
光
「
カ
ナ
ダ
多
文
化
主
義
と
国
民
国
家
」

法
学
論
叢
一
六
六
巻
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
五
頁
以
下
。

（
28
）  

高
橋
和
之
編
『
世
界
憲
法
集
〔
新
版
〕』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）
の
佐
々
木
雅
寿
訳
を
参
照
。

（
29
）  
憲
章
二
七
条
か
ら
実
体
的
な
権
利
を
導
こ
う
と
す
る
学
説
の
紹
介
も
含
め
、
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
佐
藤
信
行
「
憲
法
化
さ
れ
た
多
文
化
主

義
と
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
」
法
學
新
報
一
一
九
巻
九
・
十
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
八
一
頁
以
下
、
佐
々
木
雅
寿
「
カ
ナ
ダ
憲
法
に
お
け
る
多
文
化

主
義
条
項
」
大
阪
市
立
大
學
法
學
雑
誌
五
三
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
九
一
頁
以
下
、
菊
池
洋
「
多
文
化
主
義
条
項
を
持
つ
憲
法
の
意
義
と
可

能
性
（
二
・
完
）」
成
城
法
学
八
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
六
六
頁
以
下
等
参
照
。

（
30
）  H

ow
ard Kislow

icz, 

“Freedom
 of Religion and Canada

’s Com
m
itm
ents to M

ulticulturalism

” （2010

） 31 N.J.C.L. 1, at 11.

（
31
）  Ibid. at 4. 

本
章
以
下
の
記
述
は
キ
ス
ロ
ウ
ィ
ッ
ク
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
32
）  Canadian M

ulticulturalism
 A
ct, R.S.C.1985, c. 24

（4th Supp

）.

（
33
）  

な
お
、
多
文
化
主
義
法
に
つ
い
て
の
政
府
に
よ
る
概
説
書
に
よ
れ
ば
、「s.3

（1

）（d

）
は
、
連
邦
法
と
し
て
初
め
て
、
カ
ナ
ダ
の
文
化
的
に
多

様
な
共
同
体
と
彼
ら
の
カ
ナ
ダ
社
会
に
対
す
る
貢
献
の
承
認
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。M

ulticulturalism
 and Citizen-

ship Canada, The Canadian M
ulticulturalism

 A
ct: A

 G
uide for Canadians （O

ttaw
a: M

ulticulturalism
 and Citizenship Canada, 

1990

） at 13.

（
34
）  H

ouse of Com
m
ons D

ebates, 11

（15 M
arch 1988

） at 13744

（H
on. D

avid Crom
bie

）.

（
35
）  H

ouse of Com
m
ons D

ebates, 11

（15 M
arch 1988

） at 13779

（H
on. G

us M
itges

）.

（
36
）  

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
「
承
認
を
め
ぐ
る
政
治
」
エ
イ
ミ
ー
・
ガ
ッ
ト
マ
ン
編
（
佐
々
木
毅
、
辻
康
夫
、
向
山
恭
一
訳
）『
マ
ル
チ
カ
ル

チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
三
七
頁
以
下
。〔
以
下
、『
承
認
を
め
ぐ
る
政
治
』〕。

（
37
）  

テ
イ
ラ
ー
『
承
認
を
め
ぐ
る
政
治
』
四
一
頁
。
こ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
理
解
を
前
提
に
多
文
化
主
義
を
捉
え
る
も
の
と
し
て
、
山

元
一
「
多
文
化
主
義
の
挑
戦
を
受
け
る
〈
フ
ラ
ン
ス
共
和
主
義
〉」
同
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
憲
法
理
論
』（
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
一
五
―
一
一

七
頁
が
あ
る
。

（
38
）  

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
（
岩
崎
稔
、
辻
内
鏡
人
訳
）「
多
文
化
主
義
・
承
認
・
ヘ
ー
ゲ
ル
」
思
想
八
六
五
号
（
一
九
九
六
年
）
一
二
頁
。
な

お
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
と
し
て
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
捉
え
て
い
る
。

（
39
）  

テ
イ
ラ
ー
『
承
認
を
め
ぐ
る
政
治
』
三
八
頁
。
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（
40
）  

も
っ
と
も
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
承
認
」
論
は
、
文
化
の
価
値
を
適
切
に
評
価
す
る
た
め
に
は
、
未
知
の
文
化
が
評
価
者
に
判
断
可
能
な
程
度
ま
で

な
じ
み
深
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
『
承
認
を
め
ぐ
る
政
治
』
九
二
―
九
七
頁
参
照
。
よ
り
詳
細
に
は
、
向
山
恭

一
「
多
文
化
主
義
と
『
承
認
』
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
正
義
論
」
法
学
研
究
七
〇
巻
二
号
（
一
九
九
七
年
）
三
二
六
―
三
三
一
頁
参
照
。

（
41
）  
カ
ナ
ダ
政
府
に
よ
る
多
文
化
主
義
法
の
概
説
書
に
よ
れ
ば
、「s.3 

（1

）（g

）
は
、
カ
ナ
ダ
の
社
会
、
経
済
、
文
化
的
生
活
は
、
異
な
っ
た
背
景

を
持
つ
カ
ナ
ダ
人
に
よ
っ
て
共
に
担
わ
れ
る
こ
と
で
強
力
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
同
様
に
、「s.3 

（1

）（h

）
は
、

我
々
の
多
文
化
的
遺
産
と
い
う
表
現
が
、
我
々
の
文
化
的
経
験
の
豊
か
さ
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
…
…
政
府
は
、
カ
ナ
ダ
人

が
カ
ナ
ダ
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